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第１回島根県保育所等における不適切保育等防止対策協議会の開催について 

  

県においては、保育所等における不適切な保育や虐待等の根絶に向けた取組等を推

進するため、関係者と現状把握及び対策の検討等を行うことを目的とした島根県保育

所等における不適切保育等防止対策協議会を設置し、下記のとおり開催します。  

  

記  

１ 日時 

  令和７年８月７日（木）13：15～15：00 

 

２ 会場 

  島根県民会館 305 会議室（島根県松江市殿町 158） 

   

３ 内容（予定） 

⑴ 島根県保育所等における不適切保育等防止対策協議会の設置について 

⑵ 各団体の保育所等における不適切保育等防止の取組み等について 

⑶ 児童福祉法の改正等について 

⑷ 今後のスケジュール等について 

 

４ 協議会構成機関・団体等 

学識経験者、保育関係者、行政機関（別添のとおり） 

 

５ 公開方法等 

  ⑴ 公開・非公開の別：公開 

⑵ 傍聴定員（先着）：３名※定員に達し次第、終了しますので、ご了承ください。 

⑶ 傍聴申込締切：令和７年８月７日（木）10：00 

⑷ 申込方法：傍聴者の所属、氏名、連絡先を上記担当までご連絡ください。  

⑸ 会議当日：開催予定時刻までに、会場に入場ください。 
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